
円 円
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円 円

円 円

得点率

書類全般

施設保守・運営管理
従業員管理
危機管理
個人情報管理
研修計画

事業収支
財政基盤
内部統制

事業計画性，透明性

サービス向上
住民・利用者の参画

5,955 人 4,958 人 6,712 人

243 人 332 人 365 人

24,796 人 28,357 人 10,599 人

888 人 1,742 人 1,577 人

30,751 人 33,315 人 17,311 人

12,027 人 7,248 人 5,610 人

931 人 370 人 258 人

3,397 人 2,766 人 2,177 人

3,890 人 235 人 430 人

15,917 人 10,014 人 7,787 人

得点割合

Ｓ 優良 90％以上

Ａ 良好 75％以上

Ｂ 適正 60％以上

Ｃ 要努力 50％以上

Ｄ 要改善 50％未満

所 管 課 名 社会教育部　生涯学習課

指 定 期 間 平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

所 在 地 芦屋市伊勢町１２番１５号及び１２番２５号

指定管理者制度導入施設の第三者評価結果
開 催 日 令和３年１０月１３日

公の施設の名称 芦屋市立美術博物館及び谷崎潤一郎記念館

指定管理者の名称 小学館集英社プロダクション共同体

R １ 年 度 収 入 114,100,000 102,664,729

R １ 年 度 支 出 114,100,000 104,576,329

施 設 概 要
芦屋市立美術博物館(展示室,講義室,体験学習室,ホール,小出楢重アトリエ,喫茶室)
芦屋市谷崎潤一郎記念館(展示室,ロビー,講義室)
開館時間　１０：００～１７：００（但し，入館は１６：３０まで）

業 務 概 要
施設の維持管理，利用許可，運営等に関する業務
資料等の整理，保存，展示等に関する業務

収 支 の 状 況 事 業 計 画 上 の 金 額 実 績 額

R ２ 年 度 支 出 116,100,000 106,579,152

R ２ 年 度 収 支 0 -2,529,260

R １ 年 度 収 支 0 -1,911,600

R ２ 年 度 収 入 116,100,000 104,049,892

２号委員
（諮問に係る公の施設に関
し専門的知識を有する者）

岡　泰正
神戸市立小磯記念美術館　館長
神戸ゆかりの美術館　館長

３号委員
（市職員）

田中　徹 芦屋市　企画部長

選定・評価委員

委員構成 氏名 所属・役職

１号委員
（学識経験者）

富田　智和
神戸そよかぜ法律事務所

（弁護士）

１号委員
（学識経験者）

小市　裕之
EY新日本有限責任監査法人

（公認会計士）

 １　全般的事項 40

事業計画書，事業報告書，月次報告書等は，市が必要と
認める事項が記載され，市が定める期限までに提出され
ているか

評 価 対 象 期 間 平成３１年４月１日～令和３年３月３１日の２年間

評 価 項 目 説　　明 点数 評　価

 ２　適正な施設の管理 200
施設の保守，管理が適正に実施されているか
適正な労働環境が保持されているか
事故・緊急時の体制が十分に整備されているか
個人情報の管理が適正であるか
従業員研修が十分に実施されているか

 ４　サービスの質の維持・向上 80

事業が計画的に，かつ透明性を確保して実施されているか
提案されていた自主事業等に計画通り，取り組んでいるか

サービス向上の取組みがされているか
住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか

 ３　事業収支・指定管理者の財政基盤・内部統制 80
事業収支は適切に算出され，計画に沿っているか
財政基盤は安定的にサービスを提供できる状態にあるか
業務運営に関する内部統制は有効に機能しているか

得点率

美 術 博 物 館 の
利 用 状 況 等

項目名
平成３０年度 令和元年度 令和２年度

実績 実績 実績

有料入館者数

　うち，大学・高校生数

無料入館者数

　うち，小・中学生数

入館者数

谷崎潤一郎記念
館 の
利 用 状 況 等

項目名
平成３０年度 令和元年度 令和２年度

実績 実績 実績

有料入館者数

　うち，大学・高校生数

無料入館者数

　うち，小・中学生数

入館者数

総 合 評 価 評価の理由

総合評価結果

目標・計画を大きく上回る。優れた管理運営が行われたもの

目標・計画を上回る。良好な管理運営が行われたもの

計画に沿ったものである。適正な管理運営が行われたもの

目標・計画を下回る。一部に課題がある管理運営が行われたもの

目標・計画を大きく下回る。課題がある管理運営が行われたもの

資料５



指定管理者に対する意見 施設所管課に対する意見

講評及び次期指定に向けての課題等


